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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 
システム (NEW TRY-X / Ⅱ・上下水道) システム  

検針データー閲覧 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金作成の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３使用量 

４メーター番号 

記録範囲 水道使用者 

記録情報の収集方法 データ入力端末（水道料金測定用） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 
システム (NEW TRY-X / Ⅱ・上下水道) システム  

口座情報閲覧 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金及び下水道料金口座振替の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３使用料 

４メーター番号 

５口座番号 

記録範囲 水道使用者及び下水道使用者 

記録情報の収集方法 口座振替依頼書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 
システム (NEW TRY-X / Ⅱ・上下水道) システム  

料金計算閲覧 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金確認の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３使用料 

４メーター番号 

記録範囲 水道使用者 

記録情報の収集方法 データ入力端末（水道料金測定用） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 Excel メーター位置図・順路図 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 水道メーター確認・管理の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３メーター位置 

４メーター番号 

５順路 

記録範囲 水道メータ使用者 

記録情報の収集方法 検針員から聴き取り 下水道情報システムから抽出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 
システム (NEW TRY-X / Ⅱ・上下水道) システム  

メーター交換一覧閲覧 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 水道メーター適宜交換の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３使用料 

４メーター番号 

５検定期間(有効期間) 

記録範囲 水道使用者及び下水道使用者 

記録情報の収集方法 前回交換時から自動的にカウント 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 
システム (NEW TRY-X / Ⅱ・上下水道) システム  

水栓台帳閲覧 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 水道使用者確認の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３メーター番号 

記録範囲 水道使用者及び下水道使用者 

記録情報の収集方法 開栓・閉栓届 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 
システム (NEW TRY-X / Ⅱ・上下水道) システム  

水道料金納付書作成 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金集金の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３メーター番号 

４水道使用量 

５水道使用料 

記録範囲 水道使用者 

記録情報の収集方法 データ入力端末（水道料金測定用） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 
システム (NEW TRY-X / Ⅱ・上下水道) システム  

検針データー閲覧 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 下水道料金作成の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３使用量 

４メーター番号 

記録範囲 下水道使用者 

記録情報の収集方法 データ入力端末（水道料金測定用） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 
システム (NEW TRY-X / Ⅱ・上下水道) システム  

料金計算閲覧 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 下水道料金確認の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３使用料 

４メーター番号 

記録範囲 下水道使用者 

記録情報の収集方法 データ入力端末（水道料金測定用） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・下水係】 

個人情報ファイルの名称 Excel 給排水設備受付簿 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 公共下水及び農業集落排水接続状況確認の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３施工業者 

４施工図面 

 

記録範囲 公共下水及び農業集落排水接続届出者 

記録情報の収集方法 給排水設備接続申請・届 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）                        【まちづくり課・下水道係 水道係】 

個人情報ファイルの名称 
美土里ネット  

宅地検索閲覧 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 上下水道保守点検の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３周辺地図(航空写真) 

記録範囲 上下水道使用者 

記録情報の収集方法 美土里ネット 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



12 

個人情報ファイル簿（単票）                        【まちづくり課・下水道係 水道係】 

個人情報ファイルの名称 
上下水道システム  

管路検索 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 上下水道保守点検の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３メーター番号 

記録範囲 上下水道使用者 

記録情報の収集方法 上下水道システム  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



13 

個人情報ファイル簿（単票）                        【まちづくり課・下水道係 水道係】 

個人情報ファイルの名称 
地図情報システム  

位置検索 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 上下水道保守点検の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３周辺地図 

記録範囲 上下水道使用者 

記録情報の収集方法 上下水道システム  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



14 

個人情報ファイル簿（単票）                                 【まちづくり課・水道係】 

個人情報ファイルの名称 給水装置申請 

行政機関等の名称 喜界町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
まちづくり課 

個人情報ファイルの利用目的 上下水道保守点検の為 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３周辺地図 

記録範囲 上下水道使用者 

記録情報の収集方法 上下水道システム  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）喜界町役場まちづくり課 

（所在地）〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町湾 1746 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


